
監事監査報告書

平成 28年 5月 17日

社会福祉法人 まごころ会

理 事 長 仁 科 峯 雄 殿

社会福祉法第40条及び社会福祉法人まごころ会定款第 11条 2に基づき,

社会福祉法人まごころ会の2015年 (平成27年)4月 1日 から2016年
(平成28年)3月 31日 までの2015年 度 (平成27年度)の事業年度に

関して,理事の業務執行の状況及び社会福祉法人の財産管理の状況等について

監事監査を次のとおり実施したので,その結果を次のとおり報告します。

言己

実 施 日時  2016年 (平成28年)5月 17日  9時 ～ 11時

実 施 場 所  名 称 (社会福祉法人まごころ会まこと保育園 事務室 )

所在地 (広島県福山市新涯町五丁目14番 11号    )
立 会 人 等  役職名 ( 理事長 )氏名 ( 仁 科 峯 雄 )

監査の結果  次のとおり

(1)理事の業務執行状況

理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

(2)法人の財産管理状況

貸借対照表,事業活動収支計算書及び資金収支計算書は,法令及び定

款に従い法人の財産,事業活動及び資金収支の状況を正しく示している

と認めます。       _
(3)法人及び施設の業務執行状況

事業活動報告書は,法令及び定款に従い,法人の状況を示しているも

のと認めます。

(4)法人及び施設の会計状況

会計帳簿は,記載すべき事項を正しく記載し,貸借対照表,事業活動

収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
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